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介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携 

システムの利用促進等について 

 

ケアプランデータ連携システムについては、「介護情報基盤」と「介護保険資格確認等 WEB サー

ビス」に「ケアプランデータ連携機能」として統合する方針で検討が進められており、本会からも

日医発第 675 号（令 7.7.28 付）でお知らせしているところです。 

今般、システムが統合された後、介護事業所において「ケアプランデータ連携機能」を円滑に利

用開始するために、現在運用している「ケアプランデータ連携システム」を導入し、予めシステム

利用を前提とした業務体制を構築するとともに、連携先づくりを進めるため、厚生労働省より助成

金に関する事務連絡が発出されました。 

具体的な内容としては、先般、日医発第 1307 号（令 7.11.11 付）でもお知らせした、公益社団

法人国民健康保険中央会が実施している「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援」

（別添１）における「介護情報基盤との接続サポート等費用」の対象経費について、介護事業所

が、導入支援事業者から、介護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続

サポートに必要な支援を一体的に受ける場合には、その費用も対象とすることが示されています。 

また、ケアプランデータ連携システムの導入の際は、フリーパスキャンペーン（別添２）のご

利用をご検討ください。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市区医師会および会員への

周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

（添付資料） 

○介護保険最新情報 Vol.1445 

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システム

の利用促進等について（令 7.12.4 厚生労働省老健局高齢者支援課、老人保健課 事務連絡） 

以上 
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Vol.１４４５ 

令和７年 12 月４日 

厚生労働省老健局 

高齢者支援課、老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 高齢者支援課、老人保健課 

 
 

今回の内容 

 

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの 

統合に向けた 

ケアプランデータ連携システムの利用促進等について 

計４枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 ３８７６） 

FAX : 03-3595-3670 

 



 

事 務 連 絡 

令和７年 12 月４日 

 

  都道府県介護保険主管課（室） 

各 市町村介護保険担当課（室）  御中 

  介 護 保 険 関 係 団 体 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

老 人 保 健 課 

 

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携

システムの利用促進等について 

 

 介護保険行政の円滑な実施につきまして、日頃からご尽力賜り厚く御礼申し上げま

す。 

ケアプランデータ連携システムについては、「介護情報基盤の今後のスケジュール、

介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデー

タ連携システムの統合について」（令和７年７月 22 日付け厚生労働省老健局老人保健

課・介護保険計画課・高齢者支援課連名事務連絡）においてご連絡のとおり、「介護

情報基盤」と「介護保険資格確認等 WEB サービス」に「ケアプランデータ連携機能」

として統合する方針で検討を進めています。 

これらのシステムが統合された後、介護事業所において「ケアプランデータ連携機

能」を円滑に利用開始するためには、現在運用している「ケアプランデータ連携シス

テム」を導入し、予めシステム利用を前提とした業務体制を構築するとともに、連携

先づくりを進めることが有効です。 

このため、公益社団法人国民健康保険中央会が実施している「介護情報基盤の活用

のための介護事業所等への支援」（別添１）における「介護情報基盤との接続サポー

ト等費用」の対象経費については、介護事業所が、導入支援事業者から、介護情報基

盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートに必要な支援を一

体的に受ける場合には、その費用も対象とすることとし、フリーパスキャンペーン

（別添２）と併せてケアプランデータ連携システムの導入を促進することとしました。 

つきましては、内容についてご了知の上、都道府県及び市町村におかれましては、

貴管内の介護事業所に対して、ケアプランデータ連携システムの導入に際して当該助

成金を活用いただけますよう周知をお願いいたします。また、介護保険関係団体にお

かれましては、会員事業所への周知についてご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

 

【別添一覧】 

・別添１：介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援 

・別添２：ケアプランデータ連携システムのフリーパスキャンペーンについて 

 

  



 

【参考】 

○ 「介護情報基盤の活用のための介助事業所等への支援（助成金）」について 

介護情報基盤ポータルサイトをご参照ください。こちらのリンクまたは下記の二

次元コードからアクセスいただけます。 

【介護情報基盤ポータルサイト】 

    

 

 

 

 

○ 「ケアプランデータ連携システム」について 

  ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトをご参照ください。

こちらのリンクまたは下記の二次元コードからアクセスいただけます。 

 【ヘルプデスクサポートサイト】 

  

 

 

 

※電話でのお問い合わせの場合は下記へご連絡ください。 

TEL：0120－584－708 受付時間：9:00～17:00（土日祝は除く） 

 





１年間フリーパスの配布期間
2025年6月1日〜2026年5月31日

対象となる事業所
全ての介護事業所（初めて、利用中、再利用）

利用可能な機能
全ての機能

ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン

フリーパスキャンペーン特設サイトはこちら
※右記の二次元コードからもアクセスできます。

さあ！
今が始め時

別添２


